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(57)【要約】
　本発明は、被検者３２の生理学的状態を監視する装置
１６及び方法に関するものである。エネルギ消費は低減
するが、それでも高い精度を提供するために、提案され
る該装置は、センサ２０から被検者のバイタルサインを
示すセンサ信号を取得するためのセンサインターフェー
ス１８；前記センサに給電する電力蓄積部２４の充電状
態を示す充電値を取得するための電力蓄積部インターフ
ェース２２；前記センサのデューティサイクルを前記充
電値に基づいて制御するためのデューティサイクルモジ
ュール２８；及び前記センサ信号から前記被検者の生理
学的状態を示す少なくとも１つの特徴を抽出する処理ユ
ニット２６を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の生理学的状態を監視する装置であって、
　被検者のバイタルサインを示すセンサ信号をセンサから取得するセンサインターフェー
スと、
　前記センサに給電する電力蓄積部の充電状態を示す充電値を取得する電力蓄積部インタ
ーフェースと、
　デューティサイクルモジュールと、
を有し、前記デューティサイクルモジュールは、
　前記センサのデューティサイクルを前記充電値に基づいて制御し、
　前記センサ信号に関連する複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを前記デューティサ
イクルに基づいて選択し、
　前記センサ信号から前記被検者の生理学的状態を示す前記複数の信号特徴のうちの前記
少なくとも１つの選択された信号特徴を抽出するように処理ユニットを制御する、
装置。
【請求項２】
　前記処理ユニットが前記被検者の睡眠段階を示す少なくとも１つの特徴を抽出する、請
求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理ユニットが、予め定められた期間にわたる前記被検者の睡眠段階を示す該被検
者の睡眠図を前記少なくとも１つの抽出された特徴に基づいて決定する、請求項２に記載
の装置。
【請求項４】
　前記処理ユニットが、前記睡眠図を事前訓練されたパラメータによる分類手段、特に１
組の予め定義された睡眠段階のうちの１つを前記予め定められた期間のうちの一部に割り
当てるように訓練されたベイズ線形弁別手段に基づいて決定する、請求項３に記載の装置
。
【請求項５】
　前記デューティサイクルモジュールは、前記充電値が予め定められた閾値より低い充電
状態を示す場合に前記デューティサイクルを減少させる、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記デューティサイクルモジュールが、前記デューティサイクルを、前記センサの必要
とされる動作時間、前記センサの予測される動作時間及び生理学的状態監視の必要とされ
る精度レベルのうちの少なくとも１つに基づいて調整する、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記センサインターフェースが、
　前記被検者の心拍を示すセンサ信号、特には心電図記録信号及び／又は光電式容積脈波
記録信号、並びに
　前記被検者の呼吸を示すセンサ信号、特には加速度信号及び／又は光電式容積脈波記録
信号、
のうちの少なくとも１つを取得する、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記センサインターフェースが前記被検者の心拍を示すセンサ信号、特には光電式容積
脈波記録信号を取得する一方、前記デューティサイクルモジュールが、心拍変動を示す特
徴を抽出する、特には、
　前記心拍の平均心拍間間隔、
　前記平均心拍間間隔の標準偏差、
　０.０４～０.１５Ｈｚの間のスペクトル帯域内のパワーを示す低周波パワーパラメータ
、
　０.１５～０.４Ｈｚの間のスペクトル帯域内のパワーを示す高周波パワーパラメータ、
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　絶対逐次心拍間間隔差分の平均、
　逐次心拍間間隔差分の二乗平均平方根、
　５０msより大きい逐次心拍間間隔差分のパーセンテージ、
　逐次心拍間間隔差分の標準偏差、
　高周波極の位相、
　サンプル・エントロピ、及び
　ティーガ・カイザエネルギ、
のうちの少なくとも１つを抽出するように、前記処理ユニットを制御する、請求項１に記
載の装置。
【請求項９】
　前記デューティサイクルモジュールが、前記複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを
、デューティサイクルに関して前記被検者の生理学的状態に対する特徴又は特徴組の有意
度を示す予め決定されたルックアップテーブルに基づいて選択する、請求項１に記載の装
置。
【請求項１０】
　前記ルックアップテーブルが、デューティサイクルと特徴又は特徴組とに関するコーエ
ンのカッパ係数を示す、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　請求項１ないし１０の何れか一項に記載の装置と、
　センサ信号を供給するセンサと、
　前記センサに給電すると共に現在の充電状態を示す充電値を提供する電力蓄積部と、
を有する、ウェアラブル監視機器。
【請求項１２】
　被検者を監視する方法であって、
　被検者のバイタルサインを示すセンサ信号をセンサから取得するステップと、
　前記センサに給電する電力蓄積部の充電状態を示す充電値を取得するステップと、
　前記センサのデューティサイクルを前記充電値に基づいて制御するステップと、
　前記センサ信号に関連する複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを前記デューティサ
イクルに基づいて選択するステップと、
　処理ユニットを、前記複数の信号特徴のうちの前記少なくとも１つを抽出するように制
御するステップと、
　前記センサ信号から、前記被検者の生理学的状態を示す前記複数の信号特徴のうちの前
記少なくとも１つの信号特徴を抽出するステップと、
を有する、方法。
【請求項１３】
　コンピュータ上で実行された場合に前記コンピュータに請求項１２に記載の方法のステ
ップを実行させるプログラムコード手段を有する、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者の生理学的状態を監視する装置及び方法、並びにウェアラブル監視機
器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　睡眠分類（段階分け）は、生物の睡眠状態を注釈する方法である。通常、被検者の睡眠
の生理学的記録が検査される。睡眠分類は、アメリカ睡眠学会（ＡＡＳＭ）により標準化
されており、対応するマニュアルに記載されている。ＡＡＳＭは睡眠段階を脳波図（ＥＥ
Ｇ）、筋電図（ＥＭＧ）及び眼電図（ＥＯＧ）の測定値（一緒に、睡眠ポリグラム（ＰＳ
Ｇ）と呼ばれる）に基づいて定義している。
【０００３】
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　睡眠分類の結果として睡眠図（hypnogram）が得られ、該睡眠図は睡眠期間における被
検者の睡眠段階の進展を示す。ＡＡＳＭは睡眠の３０秒区切毎に睡眠状態を定義する。睡
眠図は、臨床環境（例えば、睡眠障害の診断のため）、個人的環境（例えば、ユーザが自
身の睡眠パターンについて学ぶため）、研究環境（例えば睡眠パターンと生物の生活の他
の側面との間の関係を理解するため）及び他の環境において用いられる。
【０００４】
　近年、睡眠分類をＰＳＧデータから、更に詳細にはＥＥＧ並びにオプションとしてＥＭ
Ｇ及びＥＯＧからも推定する計算モデルを用いて自動的に行うことができる多数のアルゴ
リズムが開発されている（Agarwal, R.及びGotman, J.による“Computer-assisted sleep
 staging”、Biomedical Engineering、IEEE Transactions on, 48(12), 1412-1423, 200
1）。自動アルゴリズムの使用は、訓練された睡眠技術者による睡眠採点に関連する作業
量を劇的に減少させ、睡眠分類を多くの人に利用可能にさせている。
【０００５】
　ＡＡＳＭにより説明されている睡眠分類のための通常の手順は、被検者の顔及び頭部に
配置される１群の目障りなＰＳＧセンサを必要とするので、該技術は家庭での監視（監督
されない）には余り適しておらず、個人的使用にとり余り魅力的でない。このことは、臨
床分野及びパーソナル電子機器分野の両方から検査室外でセンサからの最小限の厄介さで
実行することができる睡眠分類のための目障りでない方法に対する関心を高めている。伝
統的なＥＥＧベースの睡眠分類に対する代替法も提案されている。目障りでない睡眠分類
に特に適した１つの斯様な方法は、心拍変動（ＨＲＶ）及び身体運動に基づくものである
。この方法は、運動を記録するセンサ（例えば、加速度計）及び心臓が鼓動する時間を記
録することができるセンサ（例えば、ウェアラブル心電計、ＥＣＧ又は光電式指尖容積脈
波測定装置、ＰＰＧ）を必要とする。後者は心拍間間隔（ＩＢＩ）の抽出を可能にし、該
心拍間間隔は心拍変動を分析するために使用することができる（Redmond, S. J.、de Cha
zal, P.、O'Brien, C.、Ryan, S.、McNicholas, W. T.及びHeneghan, C.による“Sleep s
taging using cardiorespiratory signals”Somnologie-Schlafforschung und Schlafmed
izin, 11(4), 245-256, 2007）。ＨＲＶに基づく睡眠分類は、ＨＲＶに反映される異なる
睡眠段階の間における自律神経系の交感神経及び副交感神経成分の間の動的さにより可能
である。
【０００６】
　この場合、睡眠分類は典型的に以下の態様で実施される。即ち、心拍間間隔から睡眠段
階に相関されるＨＶＲ特徴が抽出され（通常、最も遅いＩＢＩ変動を考慮するために５分
の窓にわたる）、これら特徴が睡眠段階を予測するために（例えば、睡眠段階の間を分け
るための予測モデルを訓練するために使用することにより）使用される。
【０００７】
　ウェアラブルなセンサの使用全般に関する及び、特に、例えば睡眠分類等のアプリケー
ションのような緩やかに変化する生理学的状態の監視に関する問題は、当該ウェアラブル
センサが電源に接続しないで長期間にわたり（例えば、少なくとも一晩中）オンされねば
ならないことである。このことは、当該センサに給電するために使用される電池、アダプ
タ又は他のモバイル電源に対して大きな要求を課す。モバイル電源を大きくすることは、
当該装置をユーザに対し一層面倒且つ不快にさせることになるので、しばしば魅力的オプ
ションとはならない。このように、電力節約のための方法が必要とされる。
【０００８】
　米国特許第8,945,017号には、ウェアラブル心拍モニタが提示されている。生体測定装
置が、心拍波形センサ及び動き検出センサを用いることによってユーザの心拍を決定する
ために使用されている。幾つかの実施態様において、該装置は、同時的な心拍波形センサ
からの出力データ及び動き検出センサからの出力データを収集し、動き検出センサからの
出力データの周期的成分を検出し、動き検出センサからの出力データの該周期的成分を使
用して心拍波形センサからの出力データから対応する周期的成分を除去する。この結果か
ら、該装置はユーザの心拍を決定及び提示することができる。



(5) JP 2018-524080 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

【０００９】
　しかしながら、一層長い期間の監視を提供する場合、エネルギを節約する必要が依然と
して存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、被検者の生理学的状態の監視を可能にする監視装置及び方法であって
、より少ないエネルギしか必要としないが、医療設備で使用されるために十分な精度を提
供する装置及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１態様によれば、被検者の生理学的状態を監視する装置が提供され、該装置
は、
　被検者のバイタルサインを示すセンサ信号をセンサから取得するように構成されたセン
サインターフェースと、
　前記センサに給電する電力蓄積部の充電状態を示す充電値を取得するように構成された
電力蓄積部インターフェースと、
　前記センサのデューティサイクルを前記充電値に基づいて制御し、前記センサ信号に関
連する複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを前記デューティサイクルに基づいて選択
し、且つ、前記センサ信号から前記被検者の生理学的状態を示す前記複数の信号特徴のう
ちの前記少なくとも１つの選択された信号特徴を抽出するように処理ユニットを制御する
よう構成されたデューティサイクルモジュールと、
を有する。
【００１２】
　本発明の他の態様によれば、被検者を監視する方法が提供され、該方法は、
　被検者のバイタルサインを示すセンサ信号をセンサから取得するステップと、
　前記センサに給電する電力蓄積部の充電状態を示す充電値を取得するステップと、
　前記センサのデューティサイクルを前記充電値に基づいて制御するステップと、
　前記センサ信号に関連する複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを前記デューティサ
イクルに基づいて選択するステップと、
　処理ユニットを、前記複数の信号特徴のうちの前記少なくとも１つを抽出するように制
御するステップと、
　前記センサ信号から、前記被検者の生理学的状態を示す前記複数の信号特徴のうちの前
記少なくとも１つの選択された信号特徴を抽出するステップと、
を有する。
【００１３】
　本発明の第３態様によれば、被検者の生理学的状態を監視する装置が提供され、該装置
は、
　被検者のバイタルサインを示すセンサ信号をセンサから取得するためのセンサインター
フェースであって、前記センサが予め定められたデューティサイクルで動作されるセンサ
インターフェースと、
　前記センサから前記被検者の生理学的状態を示す少なくとも１つの特徴を抽出する処理
ユニットと、
　複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを前記予め定められたデューティサイクルに基
づいて選択すると共に、処理ユニットを前記センサ信号から前記少なくとも１つの選択さ
れた信号特徴を抽出するように制御するデューティサイクルモジュールと、
を有する。
【００１４】
　本発明の更に他の態様によれば、ウェアラブル監視機器が提供され、該機器は、
　本明細書に開示される装置と、
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　センサ信号を供給するセンサと、
　前記センサに給電すると共に現在の充電状態を示す充電値を提供する電力蓄積部と、
を有する。
【００１５】
　本発明の更に他の態様によれば、コンピュータプログラム及びコンピュータ読取可能な
非一時的記憶媒体が提供される。前記コンピュータプログラムは、コンピュータ上で実行
された場合にコンピュータに本明細書に開示される方法のステップを実行させるプログラ
ムコード手段を有する。前記コンピュータ読取可能な非一時的記憶媒体は、プロセッサに
より実行された場合に本明細書に開示される方法が実行されるようにするコンピュータプ
ログラム製品を記憶する。
【００１６】
　好ましい実施態様は、従属請求項に記載されている。請求項に記載された方法、コンピ
ュータプログラム及び媒体は、請求項に記載され従属請求項に定義された装置と同様及び
／又は同一の好ましい実施態様を有すると理解されるべきである。特に、従属請求項に記
載された好ましい実施態様は、本発明の第３態様による装置及び監視機器にも同様に適用
可能であると理解されるべきである。
【００１７】
　本発明は、センサのデューティサイクルを電力蓄積ユニットにおける充電の現在の状態
に依存させるというアイデアに基づくものである。特に、生理学的状態は睡眠段階として
参照することができる。本発明は、全ての年齢の被検者（特には患者）に対して効率的な
監視を提供しようとするものである。本発明は、信頼性のある（且つ、予測可能な）性能
を維持すると共に電池容量に対する制約において柔軟性を可能にしながら、記録期間の間
においてセンサがオンされる時間量を減縮するためにデューティサイクル処理（調整）を
利用するものである。本発明の該デューティサイクル処理のメカニズムは、特定の必要性
に従って拡大縮小することが可能なデューティの量により時間にわたる電池使用を低減す
ることを可能にする。
【００１８】
　本発明の装置は、モバイル監視装置、例えば睡眠の間に装着することが可能なウェアラ
ブル装置の形態で組み込むことができる。本発明の装置は、センサインターフェースを介
してセンサと通信する。該センサは当該被検者のバイタルサイン（生命徴候）を示す信号
を供給する。例えば、当該センサインターフェースは、心拍センサ又は呼吸数センサ等と
通信することができる。該センサインターフェースは１つのセンサ又は複数のセンサと通
信することができると理解すべきである。
【００１９】
　更に、当該装置は上記センサに電力を供給する電力蓄積部と通信する。本発明の装置は
、この電力蓄積部から充電値を取得する。この充電値は、上記電力蓄積部の充電状態を示
す。例えば、充電値は、電池の充電状態をパーセンテージ値の形で又はエネルギの量を適
切な単位で表す絶対値の形で表すことができる。通常、当該電力蓄積部及びセンサは共通
のハウジング内に収容される。
【００２０】
　本発明の装置は、更に、上記センサ信号を処理して、該センサ信号から被検者の生理学
的状態を示す特徴を抽出する処理ユニットを含む。ここで使用される場合、生理学的状態
とは、例えば睡眠状態、無呼吸／呼吸低下指標（ＡＨＩ）、長期間ストレスレベル又は他
の健康に関係するパラメータを指すことができる。当該処理ユニットは、被検者の生理学
的状態の実際の監視を行う。
【００２１】
　最初に、処理ユニットはセンサ信号から１以上の特徴を抽出する。本明細書で使用され
る場合、特徴とは、信号を評価することから得ることができる何らかのパラメータを指し
、従って信号特徴とも称される。例えば、信号特徴は、指定された期間におけるセンサ信
号の最大値又は最小値とすることができる。更に詳述すると、信号特徴は信号処理の分野
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で良く知られた用語である。典型的に、信号からは該信号を評価するために種々の信号特
徴が抽出される。例えば、ＥＣＧ信号等の生体信号の分野において、信号特徴は時間分析
、周波数分析、時間-周波数分析及び時間-周波数-空間分析等の幾つかの方法を用いて分
析される。特徴抽出の結果、ＥＣＧ信号から、時間-周波数分析を用いたピーク周波数、
ＥＣＧ信号の時間窓内の平均パワー等の固有の情報が得られる。
【００２２】
　通常、前記処理ユニットは現在の生理学的状態を決定するように構成されるであろう。
この目的のために、生理学的状態の時間にわたる進展を監視するために抽出される特徴又
は特徴の組が決定される。次いで、生理学的状態を特徴の値に依存して割り当てるために
、アルゴリズム（例えば、直線回帰アルゴリズム等の回帰アルゴリズム）を適用すること
ができる。この構成は、数値的に表すことができる生理学的状態が監視されるべき場合に
特に有効であり得る（例えば、パーセンテージ若しくは絶対値の形で表すことができる無
呼吸／呼吸低下指標又はストレスレベル）。また、分類器（classifier）方法を適用する
ことも可能である。この構成は、分類条件で表わされる生理学的状態が監視されるべき場
合に特に有効である（例えば、予め定められた目盛上の段階の形で表される睡眠段階）。
【００２３】
　このように、特徴は、生理学的状態を推定するためのアルゴリズム又は分類器に対する
入力として参照することができる。しかしながら、特徴は、結果としても参照することが
できる（即ち、生理学的効果を記述する）。言い換えると、特徴はアルゴリズム又は分類
器を用いることにより決定することもできる。即ち、特徴は適用されるべき特定のアルゴ
リズム又は分類器を定義することもできる。
【００２４】
　更に、当該装置はデューティサイクルモジュールを含む。前記処理ユニット及び該デュ
ーティサイクルモジュールが単一のユニット、例えばマイクロプロセッサに組み込まれる
ようにすることも可能である。該デューティサイクルモジュールは前記センサのデューテ
ィサイクルを前記電力蓄積部の充電値に基づいて調整する。
【００２５】
　ここで使用される場合、デューティサイクルとはセンサがセンサ信号を供給する時間の
一部を指す。通常、当該センサはオン及びオフすることができる。これにより、デューテ
ィサイクルを制御することができる。また、センサのデューティサイクルを、該センサを
スリープモード（休眠モード）にすることにより、又は、もっと一般的に、該センサが消
費する電力量に影響を持つセンサ設定（例えば、該センサの電力管理設定）を変更するこ
とにより制御することもできる。
【００２６】
　当該デューティサイクルモジュールは上記のような制御を実行する。デューティサイク
ルは、どの程度頻繁に当該センサがオンされ、センサ信号を供給するかを示す。一例とし
て、パルス持続時間は当該センサがオンされる時間に対応することができる一方、周期は
監視されるべき生理学的状態に依存する周期的に反復する期間に対応し得る。デューティ
サイクルは、上記２つのパラメータの関係に対応する。例えば、センサは２分おきに３０
ｓにわたり信号を供給することができ、これは０.２５のデューティサイクルに対応する
。デューティサイクルモジュールは当該制御を、当該センサに対する現在の設定（例えば
、オン又はオフされる、スリープモードにされる又はされない、信号を高いノイズで供給
するが少ない電力しか消費しないように構成される等）に依存して該センサが消費する電
力量を考慮することにより実行することができる。
【００２７】
　このように、当該デューティサイクルモジュールは消費される電力の量を制御すること
を可能にする。何故なら、より低いデューティサイクルは、通常、結果として一層少ない
エネルギ量が消費されることになるからである。デューティサイクルが一層低い場合、こ
れは当該センサが常にオンされるのではないことを意味する。当該センサがオンされてい
ない時間において、該センサは電力を消費しない。このように、電力を節約することがで
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きる。このことは、モバイル装置に特に関連がある。何故なら、利用可能なエネルギの量
は、通常、当該装置の最大動作時間に対する制限要因となるからである。本発明は、モバ
イル装置を一層長い時間にわたり動作させることを可能にし得る。
【００２８】
　また、必要とされるエネルギも、電池等のモバイル電力蓄積部を収容するためのハウジ
ングを設計するようになった場合における１つの因子である。一層大きな電池は、一層多
くの空間を要し、一層高価となる。本発明の結果として、一層小さな電池サイズ及び費用
の低減となり得る。
【００２９】
　デューティサイクル処理に対する以前の取り組みと比較して、本発明は利用可能なエネ
ルギ量を直接的に利用する。少量のエネルギしか残されていない場合、デューティサイク
ルは、エネルギ消費を低減し、これにより寿命を増大させるために減少させることができ
る。
【００３０】
　前記デューティサイクルモジュールは、複数の信号特徴のうちの少なくとも１つ（好ま
しくは、２つ）を当該デューティサイクルに基づいて選択すると共に、前記センサ信号か
ら該少なくとも１つの選択された信号特徴を抽出するように前記処理ユニットを制御する
よう構成される。デューティサイクルは特徴の選択にも影響を有する。関心の生理学的状
態に依存して、通常、全てが当該生理学的状態を一層高い程度にまで又は一層低い程度に
まで示すような複数の異なる信号特徴を監視することが可能である。しかしながら、これ
らの信号特徴は変化するデューティサイクルにより異なって影響を受け得る。１つの特徴
は、例えば、高いデューティサイクルの信号が利用可能な場合に高度に有意のものであり
得るが、デューティサイクルの減少に対して非常に影響を受け易いことがあり得る。言い
換えると、この２番目の信号特徴は、センサ信号が特定の最小デューティサイクルで利用
可能でない場合、被検者の生命状態を監視するには適していない。
【００３１】
　このような関係は、当該デューティサイクルモジュールにより、可能な信号特徴のうち
の少なくとも１つが決定されたデューティサイクルに基づいて選択されるという点で利用
される。言い換えると、生理学的状態の監視に使用される特徴又は特徴組を選択する場合
、現在のデューティサイクルが考慮される。例えば、当該電池消費（即ち、当該電力蓄積
部の充電状態）が極少量のエネルギしか残存しておらず、当該センサは一層低いデューテ
ィサイクルでしか給電することができないことを示す場合、低減されたデューティサイク
ルに対して極小さな程度にしか影響を受けない信号が使用されることを確認することが可
能である。デューティサイクルモジュールは、この少なくとも１つの選択された特徴を抽
出するように処理ユニットを制御する。所与のデューティサイクルに対して適切な信号特
徴のみが選択されることを保証する利点は、低減されたデューティサイクルにも拘わらず
適切な監視を維持することができるようになることである。常に適切な選択の信号特徴が
監視されることが保証される。
【００３２】
　他の実施態様において、当該デューティサイクルは予め定められたデューティサイクル
である。このように、前記センサインターフェースはセンサ信号を予め定められたデュー
ティサイクルで取得することもできる。この構成は、例えば、異なるセンサをセンサイン
ターフェースに接続することができる場合であり得る。この場合、当該デューティサイク
ルは、この所与のデューティサイクルで利用可能なセンサ信号から抽出されるべき、最も
高い有意性をもたらす特徴の選択群を供給することができる。
【００３３】
　好ましい実施態様において、前記処理ユニットは被検者の睡眠段階を示す少なくとも１
つの特徴を抽出するよう構成される。本発明は、緩やかに変化する現象を監視する場合に
特に有効である。被検者の睡眠段階は、例えば、より高い頻度で変化する他の身体機能と
較べて、比較的緩やかな頻度で変化する。被検者が眠っている間に、睡眠段階は通常は数



(9) JP 2018-524080 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

分毎又はそれより低い頻度でのみ変化される。このように、睡眠段階は、より低いデュー
ティサイクルでサンプリングされるセンサ信号により監視することもできる。しかしなが
ら、本発明は他の生理学的現象のために使用することもできると理解されるべきである。
本発明は、電力供給が制限される一方、記録時間が長くなり得る如何なるウェアラブル技
術にも関係する。
【００３４】
　好ましい実施態様において、前記処理ユニットは、予め定められた期間にわたる被検者
の睡眠段階を示す該被検者の睡眠図（ヒプノグラム）を前記少なくとも１つの抽出された
特徴に基づいて決定するよう構成される。ここで使用される場合、睡眠図とは被検者の睡
眠段階の標準的視覚化を指す。異なる睡眠段階はｙ軸上に示され、時間はｘ軸上に示され
る。睡眠図は治療する医師が被検者の睡眠サイクルの迅速な概要を得ることを可能にする
。
【００３５】
　一実施態様において、前記処理ユニットは、前記睡眠図を事前訓練されたパラメータに
よる分類器（classifier）、特に１組の予め定義された睡眠段階のうちの１つを前記予め
定められた期間のうちの一部に割り当てるように訓練されたベイズ線形弁別手段（Bayesi
an linear discriminant）に基づいて決定するように構成される。分類器、即ち将来収集
されるデータの説明を行うために、以前に収集されたデータのデータ分析に依存する統計
的方法、を利用することができる。分類器の利用は、睡眠段階を特徴又は特徴組に基づい
て割り当てることを可能にする。通常、分類器のパラメータは、各特徴又は特徴組に適合
化される。通常、分類のためには数組の予め定義されたパラメータが存在し、前記処理ユ
ニットは、選択されたデューティサイクル及び該デューティサイクルで測定される対応す
る組の特徴に依存して適切な組を選択するように構成される。これらパラメータは、現在
の電力管理に適合化することもできる。特徴又は特徴の組は、固有の睡眠段階に関係する
。このように、特徴と睡眠段階との間の簡単な関係を確立することができる。通常、訓練
フェーズにおいては、より入念な睡眠分類方法により収集されたデータが使用される。例
えば、このような訓練データは睡眠検査室において複数の身体上センサにより、即ち睡眠
ポリグラフに基づいて収集することができる。好ましくは、線形弁別関数が評価されるベ
イズ線形弁別手段を使用することができる。この線形関数はベイスの定理を介して導出さ
れる。
【００３６】
　他の実施態様において、前記デューティサイクルモジュールは、前記充電値が予め定め
られた閾値より低い充電状態を示す場合にデューティサイクルを減少させるように構成さ
れる。１つの好ましい制御方法は、余り多くの電力が利用可能でないことを充電値が示す
ような状況におけるデューティサイクルの低減を含む。充電状態が所定の閾値より低下す
るやいなや、デューティサイクルは低減される。このような所定の閾値は、電力蓄積部に
おける利用可能な電力量の理論解析から決定することができる。
【００３７】
　好ましい実施態様において、前記デューティサイクルモジュールは、デューティサイク
ルを前記センサの必要とされる動作時間、前記センサの予測される動作時間及び生理学的
状態監視の必要とされる精度レベルのうちの少なくとも１つに基づいて調整するよう構成
される。好ましくは、特定の所要動作時間にわたり監視を行うのを可能にするデューティ
サイクルを決定することを可能にするような計算がなされるようにする。例えば、デュー
ティサイクルが、当該監視が当該夜間の残りにわたり又は当該週の残り等（所要の動作時
間）にわたり保証され得るように計算されることを保証することができる。デューティサ
イクルを斯様な所要動作時間に基づいて動的に調整することにより、電力蓄積部の所与の
充電状態に対して最適化された監視を提供することが可能になる。代わりに又は加えて、
予測される動作時間を利用することも可能である。例えば、監視が、通常、週当たり２日
にわたり必要とされることが分かっている場合、予測される動作時間は、当該装置（もっ
と正確には当該電力蓄積部）が再充電されねばならないまでの合計動作時間に対応し得る



(10) JP 2018-524080 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

。このように、監視は、所与の充電状態に対し当該センサが動作可能であることを必要と
される時間（若しくは必要とされる動作時間）に照らして、又は当該センサが動作される
と仮定される時間（予測される動作時間）に照らして最適化することができる。上記必要
とされる動作時間及び予測される動作時間の両者は、被検者若しくは医師の手動入力に基
づいて決定することができるか、又は以前の監視期間に基づいて計算することができる。
更に、デューティサイクルを生理学的状態の監視の所要の精度レベルに基づいて調整する
ことも可能である。言い換えると、この精度は、抽出された特徴に基づいて決定される生
理学的状態が、どの程度良好に、実際の状態に一致するか（即ち、分類器の結果と事実と
の一致）についての尺度に対応する。特徴又は特徴組に依存して、結果としての精度は、
当該分類器が睡眠段階を決定するには余りに少ない情報しか残されていないほど低くなり
得る。より低い電力使用にも拘わらず、最小限に必要とされる精度レベルは維持されるべ
きである。この最小限に必要とされる閾値が、所定の（予め定められる）閾値に対応し得
る。このような閾値は、例えば、医師により又は調査に基づいて定めることができ、精度
ルックアップテーブルに含めることができる。
【００３８】
　好ましい実施態様において、前記センサインターフェースは、被検者の心拍を示すセン
サ信号、特には心電図記録信号及び／又は光電式容積脈波記録信号、並びに被検者の呼吸
を示すセンサ信号、特には加速度信号及び／又は光電式容積脈波記録信号のうちの少なく
とも１つを取得するように構成される。心拍数及び呼吸数の両者は、被検者の睡眠段階に
関する情報を含むことが分かっている。通常、被検者の心臓は非常に規則的に拍動し、熟
睡期間の間ではかなり遅くなる。また、呼吸は穏やかとなる。心拍数又は呼吸数センサを
使用することにより、この関係を利用することが可能となる。例えば、被検者の呼吸を示
すセンサ信号から平均呼吸周波数の０.１から０.４Ｈｚまでの周波数帯域におけるスペク
トルピークの値を抽出することが可能である。
【００３９】
　好ましい実施態様において、前記センサインターフェースは被検者の心拍を示すセンサ
信号、特には光電式容積脈波記録信号を取得するよう構成される一方、前記デューティサ
イクルモジュールは前記処理ユニットを、心拍変動を示す特徴を抽出する、特には、
　前記心拍の平均心拍間間隔、
　前記平均心拍間間隔の標準偏差、
　０.０４～０.１５Ｈｚの間のスペクトル帯域内のパワーを示す低周波パワーパラメータ
、
　０.１５～０.４Ｈｚの間のスペクトル帯域内のパワーを示す高周波パワーパラメータ、
　絶対逐次心拍間間隔差分の平均、
　逐次心拍間間隔差分の二乗平均平方根、
　５０msより大きい逐次心拍間間隔差分のパーセンテージ、
　逐次心拍間間隔差分の標準偏差、
　高周波極（high fre1quency pole）の位相、
　サンプル・エントロピ、及び
　ティーガ・カイザ（Teager-Kaiser）エネルギ、
のうちの少なくとも１つを抽出するように制御するよう構成される。
【００４０】
　特に、心拍変動（ＨＲＶ）は、被検者の睡眠段階を評価する場合に重要なものである。
このＨＲＶは異なるパラメータを介して評価することができる。ＨＲＶは、被検者の心臓
の拍動がどの様に生じるかを示す。特に、ＨＲＶは心臓拍動の規則性若しくは変動、又は
更に正確には心拍の間の時間間隔（心拍間間隔、ＩＢＩ）を示す。異なる特徴は、デュー
ティサイクルの変化に対し異なって影響を受ける。このように、何のデューティサイクル
が選択されるかに依存して、或る又は他の特徴を選択することに意味がある。また、１組
の特徴を一緒に分析することもできる。例えば、特定の特徴の組み合わせ（特徴組）の発
生に基づいた合成尺度を利用することによるものである。
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【００４１】
　好ましい実施態様においては、当該監視のために光電式容積脈波記録（ＰＰＧ）センサ
が使用される。ＰＰＧは、睡眠分類にとり非常に魅力的である。というのは、ＰＰＧは四
肢遠位部で測定することができ、当該ＰＰＧセンサを前腕又は下肢に簡単なバンドで取り
付けることができるからである。更に、接着剤又は接点ジェルは必要とされず（ＥＣＧと
は対照的に）、個人的使用のためにユーザに一層優しくさせるからである。ＰＰＧの主た
る制限（身体の動きに対する自体の敏感さである）も睡眠の間は最小限である。何故なら
、身体は殆どの時間において静止状態で横たわっているからである。このようにして、心
拍間間隔の近い近似をＰＰＧから導出することができる。ＰＰＧセンサは、心拍及び呼吸
数を示すセンサ信号を提供する。
【００４２】
　他の実施態様において。前記デューティサイクルモジュールは、前記複数の信号特徴の
うちの少なくとも１つを、デューティサイクルに関して被検者の生理学的状態に対する特
徴又は特徴組の有意度を示す予め決定されたルックアップテーブルに基づいて選択するよ
う構成される。特定のデューティサイクルに対して抽出されるべき１以上の信号特徴を選
択するための１つのオプションは、ルックアップテーブルを利用することである。このル
ックアップテーブルには、特定のデューティサイクルのセンサ信号が使用された場合にお
いて睡眠段階（又は他の生理学的現象）を予測／決定する場合、各特徴又は特徴組がどの
様に重要であるかが示され得る。前述したように、異なる特徴又は特徴組は、変化するデ
ューティサイクルに対して異なって影響を受け得る。この影響の受け易さ（感受性）は、
データセットがダウンサンプリングにより一層低いデューティサイクルへと人工的に変換
される校正調査において又は理論解析において測定することができる。言い換えると、所
与の期間において記録された信号は、当該センサ信号の一部が削除される場合、即ち当該
分析が該センサ信号の一部に制限される場合、デューティサイクルと被検者の生理学的状
態に対する有意性との間のつながりを分析するための基礎を形成することができる。これ
により、各デューティサイクルに関して、当該特徴又は（もっと正確には）該特徴に基づ
く生理学的状態の決定がどの様に重要であるかを示すデューティサイクルを導出すること
が可能になる。
【００４３】
　好ましい実施態様において、前記ルックアップテーブルは、デューティサイクルと特徴
又は特徴組とに関するコーエンのカッパ係数を示す。コーエンのカッパ係数は、複数の特
徴の評価者間一致に関する統計的尺度である。コーエンのカッパ係数は、予測されるラン
ダム一致を特に補償する。コーエンのカッパ係数を利用することは、所与のデューティサ
イクルに関しての被検者の生理学的状態に対する特徴の説明力のための強い尺度を得るこ
とを可能にする。
【００４４】
　本発明の上記及び他の態様は後述する実施態様から明らかとなり、斯かる実施態様を参
照して解説されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】図１は、サンプル的睡眠図を示す。
【図２】図２は、被検者の心拍を示すセンサ信号に対応した同時的ＥＣＧ及びＰＰＧ記録
のサンプルを示す。
【図３】図３は、デューティサイクル処理の概念を示す。
【図４】図４は、本発明の態様による装置及び機器の一実施態様を概略的に示す。
【図５】図５は、幾つかのＨＲＶ特徴に対するデューティサイクル処理の影響を例示とし
て概略的に示す。
【図６】図６は、患者の睡眠分類の分野における本発明の一態様による装置の応用例を概
略的に示す。
【図７】図７は、本発明による方法を概略的に示す。
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【発明を実施するための形態】
【００４６】
　図１には、睡眠図の一例１０が示されている。ｘ軸上には、被検者の睡眠期間における
時間が示されている。ｙ軸上において、各時間帯は複数の異なる睡眠段階における１つに
属している。図示された例においては、“覚醒（Awake）”、“レム（REM）”及び“ノン
レム（Non REM）１”～“ノンレム４”なる睡眠段階が用いられている。しかしながら、
他の尺度が使用されることも可能である。
【００４７】
　本発明は、患者のバイタルサインの１以上を監視することにより該患者の睡眠図を提供
するために睡眠分類の分野で使用することができる。しかしながら、本発明は身体の何ら
かの状況若しくは状態等の他の生理学的状態又は身体機能のために使用することもできる
。本発明の概念は、無呼吸／呼吸低下指標、ストレスレベル、体温、患者の血中薬物レベ
ル、精神状態、血糖レベル、血圧、動脈伸展性、血中酸素濃度、カロリ消費、睡眠品質、
腎臓機能、水和レベル、呼吸数、心拍出量、不整脈発生頻度等の、より低いデューティサ
イクルで監視することができる比較的ゆっくりと変化する現象を監視するために特に有効
である。本発明の装置又は機器は、スマートフォンに含まれる装置又はスマートウォッチ
、リストバンド若しくは心拍ベルト等の身体装着装置の形態で組み込むことができる。
【００４８】
　図２は、患者の同時的な心電図１２（ＥＣＧ、上側）及び光電式容積脈波図（ＰＰＧ、
下側）の一例を示す。ｘ軸は時間を示す。本発明の概念は、図示されたＥＣＧ１２及びＰ
ＰＧ１４信号等の被検者の心拍を示すセンサ信号に関して特に利用することができる。Ｅ
ＣＧピーク（心拍を示す）及びＰＰＧパルスピークの対応性が見られる。好ましくは、Ｐ
ＰＧセンサ及び信号が使用される。
【００４９】
　本発明は、図３に示すようなデューティサイクル処理の概念を利用する。デューティサ
イクルは、通常、パルス持続時間（パルス幅）Ｔ及び周期Ｐにより定義される。この場合
、デューティサイクルＤは分数Ｔ／Ｐに相当する。特に、当該デューティサイクルは、電
池が使用される時間及びセンサがオンされる（即ち、信号を記録する）時間の分数に対応
し得る。ここで使用される場合、デューティサイクル処理とは、特に、当該センサをオン
及びオフすること、又は当該センサをエネルギの節約のために休眠（スリープ）モードに
することに相当し得る。
【００５０】
　前記持続時間及び周期の両方を変化させることができる。一実施態様において、当該デ
ューティサイクルモジュールは、所定の期間に対してパルス持続時間を決定することによ
りデューティサイクルを調整するように構成される。周期Ｐは、当該測定手順に伴う制約
により固定され得る。このように、パルス持続時間のみをデューティサイクルモジュール
により調整することができる。被検者の生理学的状態を監視する場合、周期Ｐは、通常、
信号特徴を計算するために要する時間窓の大きさにより決定される上限を有する。パルス
持続時間Ｔは、通常、各特徴を十分な信頼性及び有意性で計算するために要するデータの
最小限の割合により決定される下限を有する。
【００５１】
　本発明の前後関係において、周期Ｐは例えば６０ｓ（即ち、１分の周期性を持つ期間）
に設定することができる。この場合、パルス持続時間Ｔは、６０ｓ（デューティサイクル
＝６０／６０＝１００％）～例えば３０ｓ（デューティサイクル＝３０／６０＝５０％）
の間の如何なる値を有することもできる。３０ｓより短いパルス持続時間又は６０ｓより
短い周期が使用された場合、バイタルサイン信号から抽出することができると共に睡眠分
類に関して説明力を持つ殆どの特徴の信頼性及び有意性は著しく低下することが分かった
。
【００５２】
　しかしながら、監視されるべき他の生理学的状態は、Ｐ及びＴに対する他の値の使用を
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可能にし得ると理解されるべきである。
【００５３】
　図３に示された例において、周期Ｐはパルス持続時間Ｔの約５倍長く、２０％のデュー
ティサイクルＤとなる。
【００５４】
　図４は本発明の一態様による被検者の生理学的状態を監視する装置１６を概略的に示す
。装置１６は、ＰＰＧセンサ及び加速度センサを含むウェアラブルな心拍変動に基づく目
障りでない睡眠分類システムに該当するもので、電池消費が縮小された場合に予測可能で
穏やかな性能低下を伴う装置に対して拡大縮小可能な電池消費を可能にするデューティサ
イクル処理メカニズムにより強化されている。
【００５５】
　装置１６は、デューティサイクルが減少されるにつれて緩やかに低下する予測可能な性
能を維持しながら、当該センサの電池消費を劇的に（例えば、半分まで）低減することを
可能にする。本発明は、日常生活における個人的使用のために市販化され、従って、長期
間の使用に保守（例えば、電池の再充電）なしで対処することができなければならず、そ
れでいて、快適で目障りでないユーザの感覚を保証するために電池の寸法を最小限に維持
する、ＰＰＧからの心拍変動及び他の心拍間間隔特徴の分析にとり特に関心のあるもので
ある。
【００５６】
　装置１６はセンサインターフェース１８を含み、該センサインターフェースはセンサ２
０につながると共に、電力蓄積部２４とつながる電力蓄積部インターフェース２２とつな
がっている。装置１６は、更に、センサ２０からのセンサ信号を処理する処理ユニット２
６を含んでいる。更に、装置１６はセンサ２０のデューティサイクルを制御するデューテ
ィサイクルモジュール２８を含んでいる。本発明の装置のインターフェース、ユニット及
びモジュールの幾つか又は全ては、部分的に又は完全にハードウェア及び／又はソフトウ
ェアで実施化することができる。全機能の幾つかが単一のマイクロプロセッサユニットに
より提供されることも可能である。
【００５７】
　装置１６は、例えば、ウェアラブルセンサと通信する手持ち装置に相当することもでき
る。しかしながら、装置１６は、センサ及び電力蓄積部を含み被検者に取り付けられる装
置と通じるオンラインサーバであって、該身体上の装置とネットワーク又はインターネッ
ト接続により通信するオンラインサーバに相当することもできる。
【００５８】
　本発明の一態様において、装置１６、センサ２０及び電力蓄積部２４は、睡眠監視に使
用されるウェアラブル監視機器として設計される機器３０に組み込むこともできる。
【００５９】
　好ましい実施態様において、本発明の装置は、患者の睡眠段階を示す睡眠図を決定する
ことにより患者の睡眠段階又は睡眠状態を監視するために使用される。処理ユニット２６
により提供される実際の睡眠監視は、通常、センサ信号からの特徴抽出に基づくものであ
る。現期間に睡眠段階を割り当てるために、１以上の特徴を抽出し、用いることができる
。好ましくは、被検者に付着されたセンサにより供給されるセンサ信号から、一群の心性
特徴（cardiac features）が抽出される。例えば、ＥＣＧ又はＰＰＧセンサを用いること
ができる。好ましい実施態様においては、ＰＰＧ信号を供給するＰＰＧセンサが用いられ
る。該ＰＰＧ信号は、被検者の心拍数及び呼吸数を示す。
【００６０】
　他の好ましい実施態様においては、上記ＰＰＧセンサに加えて、被検者の呼吸を示す加
速度信号を供給するために該患者の胸部に（例えば、チェストベルト内に）取り付けられ
る加速度センサが使用される。しかしながら、他の実施態様においては、バイタルサイン
センサに加えて、皮膚温度センサ、周囲温度センサ、周囲光レベルセンサ又は電気皮膚反
応センサ等の他のセンサが使用されることも可能である。
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【００６１】
　特に、当該処理装置は、センサ信号が低いデューティサイクルでしか利用可能でない場
合でも過度に多くの情報を失うことなく、センサから幾つかの心性特徴を抽出することが
できることを利用する。
【００６２】
　デューティサイクルモジュール２８はセンサ２０を制御する。この制御は、例えば、セ
ンサインターフェース１８を介して供給することができる。特に、デューティサイクルモ
ジュール２８は、センサがオンされるか、即ち担当状態でエネルギを消費するか（又は、
利用可能な場合にスリープモードにある間よりも多い量のエネルギを消費するか）否か、
を制御する。
【００６３】
　処理ユニット２６は、睡眠図を導出するために使用することができる１以上の睡眠パラ
メータを自動的に決定すべく、抽出された心性特徴を用いる睡眠監視アルゴリズムを適用
するよう構成することができる。
【００６４】
　好ましい実施態様において、睡眠監視アルゴリズムは、患者の睡眠フェーズの各時期を
“覚醒（wake）”、“浅眠（light sleep）”、“熟眠（deep sleep）”及び“レム（REM
）”なる睡眠段階のうちの１つに分類すべく連鎖されるベイズ線形判別（Bayesian linea
r discriminant）の使用を含む。しかしながら、他の分類器も同等に良好に機能すること
ができる。また、“覚醒”、“ノンレム（non-REM）”、“レム”等の他の睡眠段階表示
を用いることも可能である。
【００６５】
　睡眠分類の適用分野において、抽出される特徴は、異なる睡眠段階を弁別可能であると
確証されている良く知られた心拍変動（ＨＲＶ）パラメータに特に対応し得る。
【００６６】
　患者の睡眠期間における各1分期間に対し、現期間の前の２つの１分期間及び後の２つ
の１分期間を含むＨＲＶ窓が定義される。これらの１分期間の各々において、当該センサ
は３０ｓのパルス持続時間（０.５のデューティサイクルに対応する）にわたりオンされ
る。この５分窓は、センサ２０により供給されるセンサ信号から抽出される。中核となる
思想は、睡眠段階として分類されるべき各事例に対して、該事例に中心が合わされたＨＶ
Ｒ特徴が計算される窓が存在するということである。
【００６７】
　他の時間も使用することができると理解されたい。当該窓の長さは余り重要ではないが
、非常に低い周波数成分を識別するために、しばしば、約５分の期間が使用される。これ
らの非常に低い周波数（ＶＬＦ）は０.００３Ｈｚまで低いものとすることができ、この
ことは、完全な振動に１／０.００３＝３３３秒～５.５分掛かることを意味する。他の実
施態様では、例えば、患者の睡眠期間における各３０ｓ期間に対し、現期間前の２分、現
期間自体及び現期間後の２分を含むＨＶＲ窓が定義されることも可能である。
【００６８】
　睡眠分類のために、ＨＲＶ特徴を抽出すべく特に心拍間間隔（ＩＢＩ）が評価される。
睡眠分類のために使用されるものであって、本発明の処理ユニット２６により抽出するこ
とができる通常の心性特徴は、ＩＢＩの平均（平均ＮＮ）、ＩＢＩの標準偏差（ＳＤＮＮ
）、０.０４～０.１５Ｈｚの間（低周波数）のスペクトル帯域におけるパワー、０.１５
～０.４Ｈｚの間（高周波数）のスペクトル帯域におけるパワー、絶対逐次差分の平均（
ＭＡＤ）、逐次差分の二乗平均平方根（RMSSD）、５０msより大きな逐次ＩＢＩ差分のパ
ーセンテージ（PNN50）、逐次ＩＢＩ差分の標準偏差（ＳＤＳＤ）、０.１５～０.４Ｈｚ
の間の高周波数帯域におけるスペクトルピークを表すと共に平均呼吸頻度の冪に対応する
値（呼吸頻度は心拍を表す特徴に加えてＰＰＧ信号から抽出することもできる）、心周波
数極（heart frequency pole）の位相（Mendez, M., Bianchi, A. M., Villantieri, O.
及びCerutti, S.による“Time-varying analysis of the heart rate variability durin
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MBS'06 28th Annual International Conference of the IEEE, 2006参照）、サンプル・
エントロピ（Costa, M., Goldberger, A. L.及びPeng, C. K.による“Multiscale entrop
y analysis of biological signals”, Physical Review E, 71(2), 021906, 2005参照）
並びにティーガ・カイザ（Teager-Kaiser）、即ちティーガエネルギ及びティーガサイズ
（Eivind Kvedalenによる“Signal processing using the Teager Energy Operator and 
other nonlinear operators”, May 2003又はChandrakar Kamathによる“A new approach
 to detect congestive heart failure using Teager energy nonlinear scatter plot o
f R-R interval series”, Medical Engineering and Physics, 2012, Volume 34, Issue
 7, Pages 841-848参照）を含む。ティーガ・カイザエネルギに基づけば、ティーガエネ
ルギ及び／又はティーガサイズを決定することもできる。ここで使用される場合、ティー
ガ・カイザエネルギは各心拍に関して心拍の特定の窓内で計算される。ティーガエネルギ
は、窓内の全心拍の平均ティーガ・カイザエネルギに関するものである。ティーガサイズ
は、窓内の心拍の、所定の閾値より高いティーガエネルギを有する割合に関するものであ
る。
【００６９】
　睡眠分類の前後関係において、及び被検者の他の生理学的状態を監視する場合、他の特
徴も使用することができると理解されたい。
【００７０】
　図５は、上述した複数の特徴に関し、デューティサイクルが１００％から５０％に縮小
された場合、これら特徴がどの様に影響されるかを概略的に示す。太線は１００％のデュ
ーティサイクルにおける各特徴を示す。細線は５０％のデューティサイクルにおける各特
徴を示す。図４(a)には逐次ＩＢＩ差分の二乗平均平方根（RMSSD）が示され、図４(b)に
は１なるスケールにおけるサンプル・エントロピが示され、図５(c)にはティーガ・カイ
ザエネルギが示され（即ち、窓内のR-R間隔における所定の閾値より高いティーガ・カイ
ザエネルギを持つパーセンテージ、ティーガサイズとも称される）、図５(d)には１０な
るスケールにおけるサンプル・エントロピが示されている。
【００７１】
　図５は、各特徴の動的さ（dynamics）が、低下されたデューティサイクルにも拘わらず
大きく維持されていることを示している。ＨＲＶ特徴の全ては、２６ＰＰＧの夜間睡眠記
録を有するデータセットについて、１００％のデューティサイクルに基づいて抽出された
ものに対して５０％のデューティサイクルに基づいて抽出された場合、少なくとも０.８
のピアソン相関を維持している。
　この例は、センサのデューティサイクルが減じられたとしても睡眠段階を高信頼性で決
定することが依然として可能であることを示している。
【００７２】
　本発明のデューティサイクル処理方式の付加的効果は、結果としての睡眠分類性能が或
る程度予測可能となることである。ＩＢＩベースの自動睡眠分類器の性能は、コーエンの
カッパ係数、即ち偶然による一致を勘案した一致度の尺度、に基づいて評価することがで
きる。下記の表は、２６の夜間睡眠記録のデータセットに対するＩＢＩベースの自動睡眠
段階分類器の性能を示す。特に、該表はＰ＝６０ｓの異なるデューティサイクルに対する
コーエンのカッパ係数の形で性能を示している。
【００７３】



(16) JP 2018-524080 A 2018.8.30

10

20

30

40

50

【表１】

【００７４】
　コーエンのカッパ係数は、観察された一致（Ｐ０）の仮定一致（Ｐe）に対する割合で
あり、Ｋ＝(Ｐ０－Ｐｅ)／(１－Ｐｅ)として計算される。該表において、より大きな集合
のＨＲＶ特徴に関する性能は低いデューティサイクルに対して高い相関を維持しないこと
が分かる。
【００７５】
　一例において、非常に強い（very robust）部分組は５０％のデューティサイクルのデ
ータから抽出することができ、ＳＤＮＮ、ＳＤＳＤ、ＨＦ、平均ＨＲ、百分率（percenti
le）、ティーガ・カイザエネルギ（及びサイズ）、位相協調（phase coordination）を含
む。強い（robust）部分組は、７５％で機能することができ、上記非常に強い部分組の特
徴に加えて、ＬＦ、ＬＨ／ＨＦ及びＶＬＦを含むことができる。完全な組は１００％で機
能することができ、上述した全てに加えて、認知的覚醒の尤度、サンプル・エントロピ及
び自己回帰係数を含むことができる。完全な組の特徴は、５０％のデューティサイクル処
理で計算された場合、前記強い部分組よりも小さなコーエンのカッパ係数を生じる。該強
い組の特徴は、１００％のデューティサイクルで計算された場合、完全な組よりも小さな
コーエンのカッパ係数を生じる。このように、デューティサイクル処理に対して強い上記
部分組の特徴は、５０％のデューティサイクルにおける完全な組の特徴を凌駕することが
分かる。更に、当該性能はデューティサイクルの低下に伴い緩やかに減少することが分か
る。
【００７６】
　このようにして、前記デューティサイクルモジュールは目下の前後関係に基づいてＰ及
びＴの自動的決定及び調整を行うことができる。例えば、夜の始めにおける利用可能な電
池寿命を、夜間全体（所要動作時間）にわたる当該センサのデューティサイクルを決定す
るために用いることができる。言い換えると、Ｐ及びＴは、利用可能な電池寿命が残りの
全夜間を通して該センサを給電するのに十分となるように、決定することができる。他の
オプションは、該デューティサイクルモジュールが、当該電池が再充電されねばならなく
なる前に、どの位多くの夜間当該装置は記録することができなければならないかを予測し
てＰ及びＴを決定及び調整することである（予測動作時間）。
【００７７】
　前記処理ユニットにより抽出されるべき特徴の選択は、このように、当該特徴が所与の
デューティサイクルに対して睡眠分類を実行するために十分に信頼性のある情報を提供す
るかに依存して実施することができる。デューティサイクルが調整されたなら、抽出すべ
き特徴の決定も頻繁に調整される。例えば、睡眠監視精度又は性能を失わずに異なるデュ
ーティサイクルを処理するための事前に分かっている特徴の所定のリストに対応するルッ
クアップテーブルを利用することも可能である。言い換えると、校正手順において又は評
価手順において、異なる特徴又は特徴の組がデューティサイクルの低減をどの位良好に処
理するかを判定することができる。この関係をルックアップテーブルに含めることができ
る。
【００７８】
　例えば、上記ルックアップテーブルは、或るデューティサイクルにおける特徴又は特徴
組の、関心生理学的状態との一致尺度を特定することができる。可能性のある一致尺度は
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、コーエンのカッパ係数、正確さ、精度、適合率（recall）、事実の肯定率（true posit
ive rate）、事実の否定率（true negative rate）を含む。これらの一致尺度は、生理学
的状態の決定に適用される。当該一致は、当該特徴に基づいて決定された生理学的状態が
事実（特定の分類器が使用された場合の）に一致する程度を記述する。例えば、睡眠分類
の場合、精度は夜のうちの正しく判定されたパーセンテージに対応し得る。コーエンのカ
ッパ係数は“偶然の一致”を考慮に入れることにより更に進むものである。
【００７９】
　一致尺度の精度、適合率、真の肯定率／否定率は、特定の睡眠段階に対して計算するこ
とができる。例えば、ユーザが熟睡（熟眠）の期間を決定することにのみ関心があるユー
ザケースにおいて、他の睡眠段階の判定の一致は関係のあるものではなく、従って、熟睡
に関する精度／適合性等が許容可能である限り、より低いデューティサイクルを許可する
ことができる。ルックアップテーブルを利用する代替として、デューティサイクルを特徴
の推定有意度（例えば、回帰の形における）にリンクする非線形接続を直接利用すること
もできる。例えば、或る特徴の、予測される二乗平均平方根誤差、予測される絶対誤差又
は予測される誤差百分率レベル等のパラメータに対する関係を利用することができる。
【００８０】
　上述したように、本発明はデューティサイクル処理されるＰＰＧセンサとの関連で特に
使用することができる。しかしながら、他のセンサ及び他の方式も用いることができると
理解されるべきである。
【００８１】
　例えば、被検者の呼吸から導出される特徴を、心性特徴との組み合わせ又は単独で、睡
眠分類のために使用することもできる。このように、胸部の面に垂直な方向の加速度を測
定するように構成された胸部領域に装着される加速度計等の他のセンサを使用することが
できる。このセンサ信号は、被検者の呼吸努力に関連する呼吸運動を導出するために使用
することができる。更に、胸部の周りに装着される睡眠シャツに埋め込まれたインダクタ
ンス容積変動記録計（プレチスモグラフ）を使用することもできる。更に、ＰＰＧセンサ
以外の心活動を測定するための他のセンサを利用することも可能である。心拍数を測定す
るための携帯又はウェアラブルセンサは、身体の方向に対して長手方向の及び／又は胸部
の表面に対して垂直方向の加速度を測定するように構成された胸部領域に装着される加速
度計を含む（所謂、心弾動図を測定する）。また、被検者の上半身の周りに装着される睡
眠シャツに取り付けられたＥＣＧ電極であって、これら電極が被検者の胸部の相反する側
部上の２点と永久的に接触するものを使用することもできる。
【００８２】
　図６は、被検者３２に適用される前記監視装置１６を含むウェアラブル監視機器３０の
応用例を概略的に示す。該ウェアラブル監視機器３０は、当該患者の上腕に（例えば、ア
ームストラップにより）取り付けられる装置に組み込まれる。該機器３０は、被検者の心
拍数及び呼吸数を示すセンサ信号を供給するためのＰＰＧセンサを含む。監視機器３０の
他の実施態様は、指又は手首等の他の四肢に取り付けるための装置の形態を有することも
できる。機器３０は、通常、決定されたデータをディスプレイ又はデータ接続等のインタ
ーフェースを介して当該被検者及び／又は医療支援要員に供給する。
【００８３】
　本発明を使用する１つの効果は、本発明による装置又は機器が、通常、或る使用から他
の使用へと様々な電池消費を有するであろうということである。
【００８４】
　図７には、本発明の一態様による方法が概略的に示されている。最初に、センサからセ
ンサ信号が取得される（ステップＳ１０）。該センサ信号は被検者のバイタルサインを示
すものである。特には、ウェアラブル装置に含まれるＰＰＧセンサからＰＰＧ信号が取得
される。
【００８５】
　次のステップにおいて、電力蓄積部から該電力蓄積部の充電状態を示す充電値が取得さ
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れる（ステップＳ１２）。特には、電池が該電力蓄積部を代表し得る。
【００８６】
　この充電値に基づいて、当該センサのデューティサイクルが制御される（ステップＳ１
４）。特に、デューティサイクルは当該センサをオン又はオフすることにより制御される
。
【００８７】
　次のステップにおいては、この決定されたデューティサイクルが分析され、該デューテ
ィサイクルに基づいて複数の信号特徴のうちの少なくとも１つが選択される（ステップＳ
１６）。特には、低いデューティサイクルにも拘わらず当該被検者の現在の睡眠段階の正
確で有意な指示情報を提供し得る特徴が選択されることが有利である。例えば、低いデュ
ーティサイクルに対しては、１００％のデューティサイクルにおいて利用可能な信号に関
するもの以外の特徴を選択することが有意義である。
【００８８】
　次のステップにおいて、当該処理ユニットは前記センサ信号から該選択された少なくと
も１つの特徴を抽出するように制御される（ステップＳ１８）。
【００８９】
　次いで、該選択された特徴が当該センサ信号から抽出される（ステップＳ２０）。
【００９０】
　本発明の該方法は、例えば、ウェアラブル装置に含まれるマイクロプロセッサにより実
行することができる。本発明の該方法は、インターネット内のサーバにより、又はウェア
ラブル装置と通信する携帯電話等の手持ち装置に含まれるマイクロプロセッサにより実行
することもできる。
【００９１】
　他の実施態様においては、デューティサイクルが充電値に基づいて調整されるのではな
く、デューティサイクルが例えばセンサ固有の関数の形で予め定義されることも可能であ
る。この場合、前記デューティサイクルモジュールは、抽出されるべき特徴組を選択する
と共に当該処理ユニットを、それに従い、この予め定義されたデューティサイクルに基づ
いて制御するように構成される。提案された当該装置の対応する実施態様は、被検者のバ
イタルサインを示すセンサ信号をセンサ２０から取得するためのセンサインターフェース
１８であって、前記センサが予め定められたデューティサイクルで動作されるセンサイン
ターフェースと、前記センサ信号から前記被検者の生理学的状態を示す少なくとも１つの
特徴を抽出するための処理ユニット２６と、複数の信号特徴のうちの少なくとも１つを前
記予め定められたデューティサイクルに基づいて選択すると共に、前記処理ユニット２６
を前記センサ信号から前記少なくとも１つの選択された信号特徴を抽出するように制御す
るデューティサイクルモジュール２８と、を有する。
【００９２】
　以上、本発明を図面及び上記記載において詳細に図示及び説明したが、斯様な図示及び
説明は解説的又は例示的なものであって、限定するものではないと見なされるべきである
。即ち、本発明は開示された実施態様に限定されるものではない。開示された実施態様に
対する他の変形例は、当業者であれば、請求項に記載された本発明を実施するに際して図
面、当該開示及び添付請求項の精査から理解し、実施することができるものである。
【００９３】
　尚、請求項において、“有する”なる文言は他の要素又はステップを排除するものでは
なく、単数形は複数を排除するものではない。また、単一の要素又は他のユニットは、請
求項に記載された幾つかの項目の機能を満たすことができる。また、特定の手段が互いに
異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これら手段の組合せを有利に使
用することができないということを示すものではない。
【００９４】
　コンピュータプログラムは、光記憶媒体又は他のハードウェアと一緒に若しくは他のハ
ードウェアの一部として供給される固体媒体により記憶／分配することができるのみなら
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ず、インターネット又は他の有線若しくは無線通信システムを介してのように、他の形態
で分配することもできる。
【００９５】
　請求項における如何なる符号も、当該範囲を限定するものと見なしてはならない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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